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開   会    午前９時３０分 

 

議 長（田之畑） 

ただいまから、令和７年第２回東串良町議会臨時会を開会します。 

本日の会議に前田 隆議員から欠席の申出がありましたので、報告します。 

本日の会議を開きます。 

日程の報告をします。 

日程は、配付してありますので朗読を省略します。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議 長（田之畑） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、４番 瀨戸山譲一議員及び

５番 牧原完治議員を指名します。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第２ 会期決定の件 

 

議 長（田之畑） 

日程第２ 会期決定の件を議題にします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日の１日間としたいと思います。 

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日の１日間に決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第３ 報告第１号 令和６年度東串良町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に 

             ついて 

 

議 長（田之畑） 

日程第３ 報告第１号 令和６年度東串良町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

についてを議題とします。 
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本件について、町長からの説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

おはようございます。 

報告第１号 令和６年度東串良町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について御

説明申し上げます。 

地方自治法施行令第１４６条第２項及び東串良町会計規則第１２条第３項の規定に

より、繰越明許費の繰越し額が確定したことから、繰越計算書を作成、調整いたしま

したので御報告するものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

以上で、報告第１号 令和６年度東串良町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついてを終わります。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町税条例の一 

             部を改正する条例） 

 

議 長（田之畑） 

日程第４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町税条例の

一部を改正する条例）を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。 

地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方

税法施行規則等の一部を改正する省令が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、

東串良町税条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の

規定に基づき、別紙のとおり東串良町税条例の一部を改正する条例を専決処分いたし

ましたので、同条第３項の規定により御報告し、承認を求めるものでございます。よ
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ろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町税条例の

一部を改正する条例）を採決します。 

お諮りします。 

本件は承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町国民健康保 

             険税条例の一部を改正する条例） 

 

議 長（田之畑） 

日程第５ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例）を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 
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承認第２号 専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。 

地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方

税法施行規則等の一部を改正する省令が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、

東串良町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第１７

９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり東串良町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例を専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により御報告し、承認を求

めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東串良町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例）を採決します。 

お諮りします。 

本件は承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第６ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良町 

             一般会計補正予算（第１０号）） 

 

議 長（田之畑） 
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日程第６ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良

町一般会計補正予算（第１０号））を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

承認第３号 専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。 

令和６年度東串良町一般会計補正予算（第１０号）につきましては、国庫支出金、

県支出金、地方交付税及び町道、公共施設等に関わる調査への確定及びそれに伴う財

源更正の必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分

いたしましたので、同条第３項の規定により御報告し、承認を求めるものでございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

２番 小川議員。 

 

２ 番（小 川） 

今説明いただきました今回の専決処分の承認を求めることについての一般会計補正

予算１億７，０１６万８，０００円の減額ということですが、さきの委員会、全員協

議会のほうでも説明がありましたが、大きくこの減額に至った理由というものがあり

ましたら、再度説明を願います。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（中 島） 

お答えいたします。今回の１０号専決につきましては、おっしゃるとおり減額でご

ざいます。これにつきましては、ほとんど事業の執行残とか、そういったものは減額

ということになっております。追加の部分もありますけれども、執行残の減額という

ものが大きいという関係で減額の補正となっております。以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 
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これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良

町一般会計補正予算（第１０号））を採決します。 

お諮りします。 

本件は承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第７ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良町 

             国民健康保険特別会計補正予算（第６号）） 

 

議 長（田之畑） 

日程第７ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良

町国民健康保険特別会計補正予算（第６号））を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

承認第４号 専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。 

令和６年度東串良町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）につきましては、保

険給付費交付金額の確定に伴い、増額の必要が生じたため、地方自治法第１７９条第

１項の規定に基づき、専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により御報告し、

承認を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良

町国民健康保険特別会計補正予算（第６号））を採決します。 

お諮りします。 

本件は承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良町 

             介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第６号）） 

 

議 長（田之畑） 

日程第８ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良

町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第６号））を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

承認第５号 専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。 

令和６年度東串良町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第６号）に

つきましては、保険給付費等交付金額の確定に伴い、減額の必要が生じたため、地方

自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分いたしましたので、同条第３項の

規定により御報告し、承認を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 
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議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良

町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第６号））を採決します。 

お諮りします。 

本件は承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良町 

             介護保険事業（サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２ 

             号）） 

 

議 長（田之畑） 

日程第９ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良

町介護保険事業（サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２号））を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 
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承認第６号 専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。 

令和６年度東串良町介護保険事業（サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２号）

につきましては、介護給付費収入等の確定に伴い、減額の必要が生じたため、地方自

治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分いたしましたので、同条第３項の規

定により御報告し、承認を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度東串良

町介護保険事業（サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２号））を採決します。 

お諮りします。 

本件は承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件は承認することに決定されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１０ 議案第１８号 畜産センター公衆トイレ新築工事請負契約について 

 

議 長（田之畑） 

日程第１０ 議案第１８号 畜産センター公衆トイレ新築工事請負契約についてを

議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 
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町長。 

 

町 長（宮 原） 

議案第１８号 畜産センター公衆トイレ新築工事請負契約について御説明申し上げ

ます。 

東串良町契約規則に基づき、指名競争入札に付した令和７年度東串良町畜産センタ

ー公衆トイレ新築工事について建設工事請負契約を締結するため、地方自治法第９６

条第１項第５号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

提案の理由といたしましては、建設工事請負契約金額は５，０００万円を超えるた

めでございます。御審議くださるようよろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

２番 小川議員。 

 

２ 番（小 川） 

さきの全員協議会でも説明をいただきました。再度説明をいただきたくて質問させ

てもらいます。財源内訳についてお願いします。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（中 島） 

お答えいたします。 

財源ということでございますけれども、この事業につきましては、全額緊急防災減

災事業債を充当するということで予定をしておりまして、当初予算におきましても一

般会計予算で可決をいただいているところでございます。以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

２番 小川議員。 

 

２ 番（小 川） 

財源について説明をありがとうございます。 

では、本町の一般財源の支出について割合なども含めて、再度詳しく説明をお願い

します。 

 

議 長（田之畑） 
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総務課長。 

 

総務課長（中 島） 

質問の趣旨がよく理解できなかったんですが、先ほど答弁いたしましたとおり、財

源は全額緊急防災減災事業債を充当するようにしております。この起債につきまして

は、事業費の１００％充当というふうになっておりますので、一般財源は予定してお

りません。確かに正式に県から７月に連絡が来るということになっておりますので、

この緊急防災減災事業債の場合は、過疎と違って、該当になりましたら１００％対象

になるということでございます。以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

暫時休憩します。 

 

休  憩 午前９時４７分 

――――――◇―――――― 

再  開 午前９時４９分 

 

議 長（田之畑） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

総務課長。 

 

総務課長（中 島） 

お答えいたします。あくまでも予算上は、緊急防災減災事業債ということになって

おりますので、予算上は、１億２，０００万円ですね、このトイレの分が１億１，６

００万円、それから設計の監理、これが４００万円ということで緊急防災減災事業債

ということで１００％計上しております。ただ、これにつきましては、交付税措置が

ございますので、元利償還金の７０％は交付税措置がされるという内容になっており

ます。以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

ないようですから、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第１８号 畜産センター公衆トイレ新築工事請負契約についてを採

決します。 

お諮りします。 

本件はこのとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件はこのとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１１ 議案第１９号 有機堆肥センターホイールローダー購入契約について 

 

議 長（田之畑） 

日程第１１ 議案第１９号 有機堆肥センターホイールローダー購入契約について

を議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議案第１９号 有機堆肥センターホイールローダー購入契約について、御説明申し

上げます。 

東串良町契約規則に基づき、指名競争入札に付した令和７年度東串良町有機堆肥セ

ンターホイールローダー購入事業について、物品売買契約を締結するため、地方自治

法第９６条第１項第８号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または

処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

提案の理由といたしましては、ホイールローダーの物品購入金額は７００万円を超

えるためでございます。御審議くださるようよろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第１９号 有機堆肥センターホイールローダー購入契約についてを

採決します。 

お諮りします。 

本件はこのとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件はこのとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

議 長（田之畑） 

これで本日の日程は全部終了しました。 

会議を閉じます。 

令和７年第２回東串良町議会臨時会を閉会します。 

 

閉  会    午前９時５３分 
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